
 

異議申立てに対する却下処分取消請求事件について 

 

 

１ 趣旨 

  ２０２１年３月１１日付けで町田市が決定した、行政不服審査法（旧法を

いう。以下同じ。）に基づく異議申立てに対する却下処分につき、これを不

服とした異議申立人側が、当該却下処分の取り消しを求め、町田市を被告と

する訴えを東京地方裁判所へ提起したもの。 

 

２ 異議申立人（原告） 

  町田市外在住  ７０歳代の男性 

 

３ 経緯 

（１）滞納処分の経緯 

  ２０１３年度～ 預金債権を６回差押 

  ２０１５年１０月１５日 ６回目の差押 

 

 

（２）訴訟の経緯 

  ２０１３年 ４月１５日  差押処分１回目のあったことを知った日 

  ２０１５年１０月１５日  差押処分６回目のあったことを知った日 

２０２０年 １月３１日  差押処分に対する異議申立書の提出 

２０２１年 ３月１１日  異議申立期間（６０日）を経過していたこと 

から、却下決定 

  ２０２１年 ９月１５日  東京地裁へ提訴 

  ２０２１年１０月 １日  東京地裁より口頭弁論期日指定書送達 

  ２０２１年１１月１９日  第１回口頭弁論期日 

 

４ 原告の主張 

異議申立期間（６０日）経過後の申立てだが、行政不服審査法に定める「正当な理

由」に該当するため、市は異議申立てを受理すべきである。 

 

５ 市の主張 

行政不服審査法に定める「正当な理由」とは、病気、災害、審査請求期間の誤教

示等である。  

本件申立ては、これらの理由のいずれにも該当しない。 

２０２１年１２月１３日 
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